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１ 目的 

 この基本指針は、「障害者差別解消法」(平成２８年４月施行)及び「文部科学省所管事業分

野における障害を理由とする差別の解消の推進に伴う対応指針」（平成２７年文部科学省告

示第１８０号）に基づき、修学を支援するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 対応方針 

（１） 支援体制 

障がいのある学生に対し修学上、必要なサポート体制を提供するとともに合理的な配慮

の提供に努める。 

 （２）施設・設備の整備 

    それぞれの学生の個性を尊重しつつ、障がいを有する学生の権利利益を侵害すること 

の無いよう、環境整備に努める。 

 （３）学内理解の促進及び情報公開 

    本学の教職員等が障がいに対する理解を深めるよう理解促進に努めるとともに基本方 

針などを公開する。 

 

３ 支援の対象者 

 身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）その他の心身の機能の障がい

があり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受け

る状態にある学生で、本人が支援を受けることを希望し、かつ本学において支援が必要と認

められた学生(入学を希望する相談者本人を含む。)とする。 

 

４ 支援の内容 

  支援については、支援を求める学生などの希望、障がいや疾病の状態などを考慮し、関係 

部署と協議、連携の上、行うこととする。 

（１） 相談への対応 

ア 志願者への対応 

       入試課に相談があった場合には、本学の特長である実技・実務教育と本格的な実 

験・実習・長期インターンシップについて十分、説明することとする。 

障がいの内容及び程度等を確認し、特別な配慮を行う入学試験について検討する。 

   入試課は当該入学希望者の志望学科の学科長に報告し、学科長は入学後の授業、 



特に実験及び実習等の受講における安全面等について検討する。入試課は上記 

の検討結果を踏まえ、出願について、当該受験者に連絡する。                            

イ 合格者への対応 

        合格者が入学手続書類の中で障がいを明らかにし、支援を受けることを希望した

場合、あるいは合格者の中から相談があった場合には、一次的相談窓口は教務課

とする。 

        教務課は相談を受けた学生からの情報などを学科長、学生課に報告する。学科 

       長は入学後の授業、特に実験及び実習等の受講における安全面等について検討 

し、教務課は、学習支援について、学生課は学生生活について検討する。 

ウ 在学生への対応 

        学生から入学後に障がいを持つことによる修学上の配慮を求められた場合、一次 

       的相談窓口は学生課学生支援係とする。 

        学生課は相談を受けた学生からの情報などをふれあいルームカウンセラーと担当 

教員、関係課に提供し必要な支援について検討を行う。 

        学生課だけでは対応困難な場合には、障がい学生支援連携会議を開催、検討し、

適切な対応を行う。        

     エ その他 

       相談内容などについては、学生の意向を踏まえ、プライバシーの確保に十分、留 

意する。 

 （２）施設等の整備 

    キャンパスのバリアフリー化などの環境整備を推進するとともに障がいの状態や環境等 

の変化に応じ、適宜、見直しに努める。 

（３）学内研修 

まず当該基本方針について学内の各種委員会、会議などで周知徹底するとともに障がい 

特性についての理解の促進に努める。 
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〈志願者への対応〉
障がいのある学生に対する支援の流れ ①学生募集要項で受験者へ周知

②相談（入試課）

③入学試験の特別配慮の確認・検討
（入試課）

③授業、実習等の受講の安全面の検討
（志望学科の学科長）

④出願について連絡（入試課）

⑥出願しない ⑥出願

⑦入学試験（受験）

⑧ 合 格

※留意事項
1.実技・実務教育を重視しており、本格的な実験・実習や長期イン
ターンシップを特長としていることを受験者に十分理解してもらう。
2.受験者本人が大学を見学し、実験・実習で必要とされる体力・
チーム作業を行うコミュニケーション力等、併せて施設設備環境を
確認することを勧める。

⑤志願者

⑧ 不 合 格



〈合格者への対応〉障がいのある学生に対する支援の流れ
①学生記録表に記載
手続きの中で学生から相談
（教務課）

②日常生活等の留意事項の検討
（ふれあいルーム・学生課）

②授業・実験・実習等の学生の安全面の検討
（志望学科の学科長）

③寮・課外活動に関する対応
（学生課） ③学習支援について検討（教務課）

④入学



〈在学生への対応〉障がいのある学生に対する支援の流れ

①学生からの相談
（学生課・ふれあいルーム・担当教員）

②通常の生活等の検討
（ふれあいルーム・学生課）

②授業・実験・実習等の学生の安全面の検討
（担当教員、教務課、学生課）

④寮・課外活動に関する対応
（ふれあいルーム・学生課）

④授業等の配慮を学内で周知し、支援開始
（担当教員、教務課、学生課）

⑤ 学 生 へ 支 援 内 容 に つ い て 連 絡

③障がい学生支援連携会議
（学部長・教務長・学科長・担当教員
・教務課長・学生課長・カウンセラー）
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